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不動産売却時における「固定資産税」の扱い 

 

土地や建物にかかる固定資産税は、毎年 1月 1日時点の所有者に対して 1年

分が課税されます。不動産の売却の現場では、固定資産税の精算という形が行

われます。 

仮に不動産が 5月 1日に引渡をするとなった場合、5月 1日以降の 11ヶ月分

の固定資産税は買主が負担するという取決めをします。（関西では４月１日を基

準として固定資産税の精算をします。） 

固定資産税が年間 12 万円だとしたら、5 月 1 日以降の 11 ヶ月分の固定資産

税等は 11万円ということになります。つまり、不動産の売買代金が 3,000万円

だとしたら、売主が受領する金額は、固定資産税の精算金を合わせて 3,011万円

ということになります。 

 

しかし税務の世界では固定資産税の精算とは、単なる商習慣に過ぎません。4

月 1 日から 3 月 31 日の間に所有者が変わったとしても、納税義務者は 1 月 1

日時点の所有者のままであり、移転しません。よって、売主がもらう固定資産

税精算金は、譲渡価額に加算することになります。 

 

上記の例で言うと譲渡価額は 3,011 万円となり、固定資産税精算金である 11

万円は所得税および住民税の課税対象となるということになります。 
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